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１．出生後休業支援給付金

２．育児時短就業給付金

３．育児休業給付金の支給対象期間 延長手続き変更

の実務対応についてお話させていただきます。

はじめに
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出生後休業支援給付金
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出生後休業支援給付金【リーフレット】



出生後休業支援給付金【概要】

【新設】

・子の出生直後の一定期間に

・両親ともに（配偶者が就労していない場合などは本人が）

・14 日以上の育児休業を取得をした場合・・・

出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて

「出生後休業支援給付金」を最大28 日間支給
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出生後休業支援給付金【支給要件】
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産後パパ育休が取得できる期間の
翌日以降から8週間以内に

育児休業を14日以上取得していること

産後パパ育休が取得できる期間に
育児休業を14日以上取得していること

4/1より前から育休を取得している場合
4/1から取得したものとして

要件を確認します。

つまり

厚生労働省：出生後休業支援給付金リーフレット（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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休業開始時賃金日額の上限は15,690円（育休・出生時給付金の上限と同額。R7.7末まで。）

出生後休業支援給付金【支給額】

厚生労働省：出生後休業支援給付金リーフレット（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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出生後休業支援給付金【支給額のイメージ】

厚生労働省：出生後休業支援給付金リーフレット（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf


出生後休業支援給付金【4/1より前に子が生まれた例】
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4/1より前に子が生まれた場合（予定日：R7.4.10 出産日：R7.3.25）

産後  休業（出産日から8週間） 育児休業継続取得（14日以上取得）

3/25
出産

4/10
予定日

4/1

育児休業14日取得（3/25～4/7）

3/25
出産

4/10
予定日

4/1

出産日または予定日より早い日（3/25）から、出産日または予定日より遅い日（4/10）から起算して16週間経過日の翌日まで

7/31

出産日または予定日より早い日（3/25）から、出産日または予定日より遅い日（4/10）から起算して8週間経過日の翌日まで

6/5

被保険者：4/1以後、対象期間に14日以上の休業を取得していること

配 偶 者 ：4/1前の期間も含めた対象期間に、14日以上の休業を取得していること
※「配偶者の育児休業を要件としない場合」については、4/1関係なく子の出生日の翌日時点の状況を確認

母親が被保険者の場合 母親のみ
受給可能
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出生後休業支援給付金【賃金との調整】

出生後休業支援給付金は賃金調整による減額無し！

※出生時育休給付金 / 育休給付金が「全額」支給されないときは不支給

厚生労働省：育児休業給付の内容と支給申請手続（令和７年１月１日改訂版）（001374956.pdf）

育児休業給付金の場合も同様

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf


出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合】
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子の出生日の「翌日」時点の状況を確認。

被保険者が父の場合、母の育休取得は要件ではない。

厚生労働省：出生後休業支援給付金リーフレット（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類】

『確認書類』は原則として、被保険者が母親の場合に提出が必要

厚生労働省：出生後休業支援給付金リーフレット（https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
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※離婚協議中の場合はこれに含まない

出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類1】

厚生労働省：出生後休業支援給付金（添付書類のご案内）（002131526.pdf）

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131526.pdf
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出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類2】

厚生労働省：出生後休業支援給付金（添付書類のご案内）（002131526.pdf）

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131526.pdf
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・雇用保険に入れない方（週20時間未満や日雇い）
・育休申出日から1年以内に契約が終了する有期契約者や、
継続雇用期間が1年未満、週所定労働が2日以下の方等
・勤務先の育休期間が有給のため給付金が支給される休業
が取得できない方・・・・・など

出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類3】

厚生労働省：出生後休業支援給付金（添付書類のご案内）（002131526.pdf）

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131526.pdf
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出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類4】

●配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができない場合の申告書

①日々雇用される者
②出生時育休の申出ができない有期雇用者
③労使協定により出生時育休・育休の申出が拒まれた者

⇒労働条件通知書

④公務員で育休が承認されなかった者
⇒任命権者からの不承認の通知書（写）

⑤雇用保険被保険者でない者
⇒雇用保険被保険者でないことの証明書※ひな形あり

⑥短期雇用特例被保険者の者
⑦雇用保険被保険者期間が1年未満の者

⇒雇用保険被保険者番号記載（必要書類なし）

⑧雇用保険被保険者期間は1年以上だが、欠勤等で賃金
支払基礎日数が不足し、育休給付金を受給できない者
⇒賃金支払い状況についての証明書※ひな形あり

⑨勤務先の出生時育休・育休が有給の休業で、給付金の受給
ができない者
⇒育児休業証明書及び育児休業申出書等※ひな形あり

厚生労働省：出生後休業支援給付金（添付書類のご案内）（002131526.pdf）

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002131526.pdf
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出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類5】

●雇用保険被保険者でないことの証明（⑤） ●賃金支払い状況についての証明書（⑧）

厚生労働省：育児休業給付の内容と支給申請手続（令和７年１月１日改訂版）（001374956.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf
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出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類6】

●勤務先の出生時育休・育休が有給の休業で、給付金の受給ができないことの証明（⑨）

厚生労働省：育児休業給付の内容と支給申請手続（令和７年１月１日改訂版）（001374956.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf
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出生後休業支援給付金【配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類7】

●疎明書（子の出生日翌日時点では14日以上の育休取得が可能だったが、その後状況が変わった場合）

厚生労働省：業務取扱要領 出生後休業支援給付（001373553.pdf）

対象期間に14日以上の育休取得を申し出ていたものの、14日を
経過する前に、離婚や退職など、何らかの理由により取得日数
が14日に満たなくなった場合

疎明書+配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類 添付

子の出生日または出産日のうち早い日から起算して14日を経過
する日までに、離婚や退職など、何らかの理由により取得でき
る日数が14日に満たなくなった場合

疎明書+配偶者の育児休業を要件としない場合の確認書類 添付

https://www.mhlw.go.jp/content/001373553.pdf
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出生後休業支援給付金【賃金との調整】

●育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書）

厚生労働省：業務取扱要領 出生後休業支援給付（001373553.pdf）

■配偶者の被保険者番号(28)
配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または
育児休業給付金が支給される休業を対象期間に14日以上取得した場
合に記入。

■配偶者の育児休業開始年月日（29）
配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、
育児休業を対象期間に14日以上取得した場合に記入。

■配偶者の状況（31）
配偶者がいない、など子の出生日の翌日において、配偶者の育児休業
を要件としない場合に該当番号を記入。（各種確認書類の添付も要）

28、29に記載をするのは、被保険者が母親（配
偶者が父親）の場合に限られます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001373553.pdf


出生後休業支援給付金【性別による必要書類の違い】
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父親が被保険者の場合

本人が対象期間に14日以上の休業を取得していること

ー配偶者（母親）の要件と必要書類ー
実子の場合 要件なし：母子手帳の提出のみで申請可、育休取得は必須でない

養子の場合 要件あり：対象期間に14日以上の育休取得した場合 ⇒ 雇用保険被保険者番号 を記入

 配偶者の育休を要件としない場合        ⇒ 確認書類 提出

母親が被保険者の場合

ー配偶者（父親）の要件と必要書類ー
実子、養子いずれの場合も

要件あり：対象期間に14日以上の育休取得     ⇒ 雇用保険被保険者番号 を記入

配偶者の育休を要件としない場合     ⇒ 確認書類 提出

本人が対象期間に14日以上の休業を取得していること
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育児時短就業給付金



育児時短就業給付金【概要】

【新設】

・２歳未満の子を養育するため

・所定労働時間を短縮して就業し

・賃金が低下するなど一定の要件を満たす場合・・・

「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
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育児時短就業給付金【リーフレット】



育児時短就業給付金【支給要件】
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すべて雇保被保険者の月で
1日でも時短就業している月

育・介給付金を月の途中
まで受給していてもOK

（高年齢雇用継続給付を受給
できる月はNG）

復帰日から起算して
14日以内に開始

厚生労働省：育児時短就業給付金リーフレット（001394846.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf


育児時短就業給付金【支給額1】
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復帰後14日以内

厚生労働省：育児時短就業給付金リーフレット（001394846.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf


育児時短就業給付金【支給額2】
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厚生労働省：育児時短就業給付の内容と支給申請手続（令和７年２月１日時点版）（001395073.pdf）

●支給率の計算式（支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90％超の場合）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf


育児時短就業給付金【支給額】
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厚生労働省：育児時短就業給付の内容と支給申請手続（令和７年２月１日時点版）（001395073.pdf）

育児時短就業開始時賃金日額 上限額：15,690円 下限額：2,869円
育児時短就業開始時賃金月額 上限額：470,700円  下限額：86,070円
育児時短就業支給限度額 上限額：459,000円  下限額：2,295円

※令和7年7月31日まで

例①: 育児時短就業開始時賃金月額 ： 300,000円
 支給対象月に支払われた賃金額： 280,000円    の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％（270,000円）を超え100％未満のため、
支給率は次のとおりです。

支給率：｛9,000 × 300,000 ÷ （280,000 × 100） － 90｝ ÷ 100 ＝ 0.06428… ≒ 6.43%（四捨五入）
支給額：280,000円 × 6.43% ＝ 18,004円支給

例②: 育児時短就業開始時賃金月額 ： 470,700円（上限額）
 支給対象月に支払われた賃金額： 420,000円    の場合

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％（423,630円）以下のため、支給率
は10％となります。

支給額：420,000円× 10％ ＝ 42,000円
420,000円＋ 42,000円＝ 462,000円＞ 459,000円（支給限度額）
459,000円－ 420,000円 ＝ 39,000円支給

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf


育児時短就業給付金【支給対象期間】
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厚生労働省：育児時短就業給付金リーフレット（001394846.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf


育児時短就業給付金【提出書類】
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初

回

２

回

目

以

降

転職して時短就業になった場合は、
前職の労働条件通知書等の労働時間
が分かる書類が必要です。

また、退職時の離職票等別途書類も
必要になる場合があります。

■初回申請の提出期限
最初の育児短時間就業を開始する月
の初日から起算して4か月以内

■2回目以降の申請の提出期限
ハローワークが交付する「育児時短
就業給付次回支給申請日指定通知
書」に指定された日まで

（高年齢雇用継続給付等の支給月（
偶数月または奇数月）と合わせて支
給申請を行うことも可能だが、合わ
せなくてもよい）

厚生労働省：育児時短就業給付の内容と支給申請手続（令和７年２月１日時点版）（001395073.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
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育児時短就業給付金【申請書類1】

厚生労働省：業務取扱要領 育児時短就業給付（001394791.pdf）

●雇用被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

■休業等を開始した日（の年月日）(④)
時短就業を開始した日を記入

・その他の欄は、通常の休業開始時賃金月額証明書の記載

方法と同様です。

・出生時育児休業給付金か育児休業給付金を受給している

場合で、復帰後14日以内に時短就業を開始している場

合は、提出不要です。（給付金受給の際の賃金日額を育児

時短就業開始時賃金として取り扱う）

・同一の子について2回目以降の育児時短就業を行う場合は、

初回に使用した育児時短就業開始時賃金を使用します。

https://www.mhlw.go.jp/content/001394791.pdf
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■週所定労働時間（12.15.18）
支給対象月における1週間の所定労働時間を記入

・シフト制の場合は労働時間の合計をその期間の週数で除した時間
・月内に一週間の所定労働時間の変更があった場合は、最も短い時間

■本来の週所定労働時間（9）
短時間就業を行わない場合の週所定労働時間を記入

・シフト制の場合は育児短時間勤務を開始した日前6ヵ月（賃金月）における
実際の労働時間（法定労働時間を超えないものに限る）をその期間の週数

（当該期間の暦日数÷7（小数点第3位四捨五入）で除したもの（分単位切捨）

（例）10 月1日から育児時短就業を開始したシフト制労働者であって、賃金締
切日が 15 日のもの

 8/16～9/15：実労働時間 100 時間 暦日数 31 日
 7/16～8/15：実労働時間 115 時間 暦日数 31 日
 6/16～7/15：実労働時間 100 時間 暦日数 30 日
 5/16～6/15：実労働時間 110 時間 暦日数 31 日
 4/16～5/15：実労働時間 095 時間 暦日数 30 日
 3/16～4/15：実労働時間 100 時間 暦日数 31 日
 計 ：実労働時間 620 時間 暦日数 184 日

184 日 ÷ ７日 ＝ 26.28571･･･ ＝ 26.29 週
 620 時間 ÷ 26.29 週 ＝ 23.58311･･･ ＝ 23 時間 34 分

・フレックスタイム制、変形労働時間制の場合は以下の計算による
清算期間(対象期間)の総労働時間÷清算期間(対象期間)の月数×12月÷52週

育児時短就業給付金【申請書類2】

■支払われた賃金額（13）
支給対象月に支払われた賃金額を記入

・欠勤や不就労控除があった場合のみなし賃金の記入は不要

厚生労働省：業務取扱要領 育児時短就業給付（001394791.pdf）

●育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

https://www.mhlw.go.jp/content/001394791.pdf
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育児時短就業給付金【添付書類】

厚生労働省：業務取扱要領 育児時短就業給付（001394791.pdf）

●労働条件通知書等により、シフト制労働者の時短就業が確認できない場合の証明書

https://www.mhlw.go.jp/content/001394791.pdf


育児時短就業給付金【就業時間の短縮等についての考え方】
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ケース 対象となるケース 対象とならないケース

フレックスタイム制の適用を受
けている場合

清算期間の総労働時間を短縮した場合
清算期間の総労働時間を変更せずに
「欠勤控除」を受ける場合

変形労働時間制の適用を受けて
いる場合

対象期間の総労働時間を短縮した場合 単に閑散期などの場合

裁量労働制の適用を受けている
場合

みなし労働時間を短縮し場合 みなし労働時間を変更しない場合

シフト制の適用を受けている場
合

1週間当たりの平均労働時間が短縮され
たことが確認できる場合

1週間当たりの平均労働時間が短縮され
たことが確認できない場合

事業所における所定労働時間が
引き下がった場合

所定労働時間よりも本人の就業時間が
短い場合

所定労働時間よりも本人の就業時間が
短くない場合

短縮後の所定労働時間が週20時
間を下回る場合

就業規則等書面により、子が小学校就
学の始期に達するまでに20時間以上に
復帰することが前提となっていること
を確認できる場合

就業規則等書面により、子が小学校就
学の始期に達するまでに20時間以上に
復帰することが前提となっていること
を確認できない場合(雇用保険被保険者
資格喪失）

所定労働時間が8時間の会社を退
職し、失業給付を受給せず、所
定労働時間が7時間の会社に転職
した場合

原則対象（転職後の会社にて申請） ―

離職した場合 末日退職の場合（退職月まで対象） 月途中退職の場合（退職月は対象外）

●対象となるケース、ならないケース



育児時短就業給付金【経過措置】
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【重要ポイント】

4/1より前に時短就業を開始している方・・・・ 4/1から開始したとみなす

つまり、職場復帰から14日以上期間が空いている場合（3/18以前に復帰）は、

出生時育児休業給付金や、育児休業給付金にかかる賃金日額を育児時短就業

開始時賃金日額とすることはできませんのでご注意ください。

厚生労働省：育児時短就業給付金リーフレット（001394846.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
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育児休業給付金の支給対象期間
延長手続き変更
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育児休業給付金の支給対象期間 延長手続き変更【リーフレット】
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子が１歳（または１歳６ヵ月）誕生日月において、保育所等へ
入所できなかったため、育児休業給付金の支給対象期間を延長
する場合に必要な書類

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
（入所保留通知書、入所不承諾通知書等）

+
①育児休業給付金 支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの

申込書の写し
※全ページの写しが必要。受理印はなくても可。

申込書の内容については市区町村に確認する場合あり

育児休業給付金の支給対象期間 延長手続き変更【提出書類の変更】

申込書写しが手元にない場合は市区町村に再発行依頼を！
また、申込書に「申し込みした日」と「申し込みした保育所」
が記載されているか、提出前にご確認ください。
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育児休業給付金の支給対象期間 延長手続き変更【延長要件1】

●育児休業給付金の支給対象期間延長要件について

２．追加あり

② 申し込んだ保育所等が、合理的※な理由なく
自宅から片道30分以上要する施設のみとなっ
ていないこと

※「合理的な理由」 とは、申し込んだ保育所等が本人または配
偶者の通勤経路の途中にある場合など、a～eいずれかに該当
するもの

１．変更なし

3．追加あり

・入所不承諾通知等の通知書発行年月日は、
1歳(1歳6ヵ月)誕生日の2か月前の日以降で
あること

・「転居等やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合は延長要件
を満たさない」という要件は、ご本人へお渡しするパンフレットに
明記はなかったものの、従来から要件とされていました）

厚生労働省：2025年４月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります（001269748.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
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育児休業給付金の支給対象期間 延長手続き変更【延長要件2】

●育児休業給付金の支給対象期間延長要件について

例外② 変更あり

1歳誕生日月に入所申し込
みを受け付けていない場
合は、２か月後までの日
を入所希望日として申し
込めば、延長が認められ
る可能性あるが、この例
外は1歳6ヵ月の延長時に
は認められない。
（事前申し込みが必要）

厚生労働省：保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について～2025年４月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です（001269700.pdf）

例外① 変更なし

https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf
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育児休業給付金の支給対象期間 延長手続き変更【提出書類】

●育児休業給付金 支給対象期間延長事由認定申告書

⑤利用（入所）保留の有効期限
入所不承諾通知書等に記載がない場合は空欄
でOK

⑦自宅から最も遠い保育所を記載

通所方法：通所する場合に利用する予定だっ
た交通手段（徒歩、自転車、自動
車、バス等）を記載

通所時間：その交通手段による自宅からの片
道の所要時間を記載

厚生労働省：育児休業給付の内容と支給申請手続（令和７年１月１日改訂版）（001374956.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf


ご視聴ありがとうございました。
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